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〜
新
し
い
保
険
証
を
お
届
け
し
ま
す
〜
 

　

現
在
、　

歳
（
一
定
の
障
が
い
が
あ
る
人
は　

歳
）

75

65

以
上
の
人
は
国
民
健
康
保
険
や
健
康
保
険
等
に
加
入
し

な
が
ら
、「
老
人
保
健
制
度
」
で
医
療
給
付
を
受
け
て
い

ま
す
が
、
こ
の
老
人
保
健
制
度
は
平
成　

年
３
月
で
廃

20

止
さ
れ
、
平
成　

年
４
月
か
ら
は
新
し
く
創
設
さ
れ
る

20

「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」
で
医
療
給
付
を
受
け
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

○
対
象
と
な
る
方
は
、
自
動
的
に
被
保
険
者
と

　

な
り
ま
す
。

　
　

歳
（
一
定
の
障
が
い
の
あ
る
方
は　

歳
）
以
上
の

75

65

方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

何
の
手
続
き
を
し
な
く
て
も
自
動
的
に
「
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
」
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

○
保
険
証
は
、
１
人
に
１
枚
交
付
さ
れ
ま
す

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、
独
自
の
保
険
証
が
１

人
に
１
枚
交
付
さ
れ
ま
す
。
現
在
の
老
人
保
健
受
給
者

証
サ
イ
ズ
の
保
険
証
を
平
成　

年
３
月
に
各
地
区
に
出

20

向
き
、
お
届
け
す
る
予
定
に
し
て
い
ま
す
。（
国
民
健
康

保
険
証
配
布
日
程
と
同
じ
。
参
照
３
ペ
ー
ジ
）
本
人
の

確
認
で
き
る
書
類
（
保
険
証
等
）
を
も
っ
て
お
い
で
く

だ
さ
い
。

　

新
し
く
お
届
け
す
る
「
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

証
」
に
は
、
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
自
己
負
担
割

合
、
有
効
期
限
な
ど
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
保
険
証
が

届
い
た
ら
、
記
載
内
容
を
確
認
し
て
、
間
違
い
が
あ
れ
ば

届
け
出
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
３
月
中
に
保
険
証
が
届
か
な
い
場
合
に
つ
い

て
も
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
給
付
は
、
老
人
保
健
と
変
わ
り
ま
せ
ん

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
給
付
は
、
老
人
保
健
制
度

と
変
わ
り
ま
せ
ん
。
お
医
者
さ
ん
に
か
か
る
と
き
は
、

保
険
証
を
忘
れ
ず
に
窓
口
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
保

険
証
に
明
記
さ
れ
て
い
る
自
己
負
担
割
合
ど
お
り
、
か

か
っ
た
医
療
費
の
１
割
ま
た
は
３
割
の
窓
口
負
担
を
お

願
い
し
ま
す
。

○
全
員
が
保
険
料
を
納
め
ま
す

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、
被
保
険
者
全
員
が
所

得
な
ど
に
応
じ
て
決
め
ら
れ
る
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
を
お
住
ま
い
の
市
町
村
へ
納
め
ま
す
。
原
則
と
し
て

介
護
保
険
料
と
同
様
に
、
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
国
保
な
ど
の
被
保
険
者
で
な
く
な
る
た
め
、
国

保
税
な
ど
は
納
め
ま
せ
ん
。

　

保
険
料
の
額
は
、
平
成　

年　

月
に
広
域
連
合
議
会

19

11

で
定
め
ら
れ
た
保
険
料
率
を
基
に
、
個
人
単
位
で
計
算

さ
れ
ま
す
。

○
一
人
ひ
と
り
の
保
険
料
額
は
、
平
成　

年
4

20

月
以
降
に
お
知
ら
せ
し
ま
す

　

制
度
開
始
に
よ
り
、
平
成　

年
４
月
支
給
分
の
年
金

20

か
ら
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
が
始
ま
り
ま
す
。
特
別
徴

収
該
当
の
方
に
は
、
１
人
ひ
と
り
の
保
険
料
額
（
仮
算

定
額
）
を
平
成　

年
４
月
に
市
町
村
か
ら
お
知
ら
せ
し

20

ま
す
。

　

年
金
か
ら
の
天
引
き
の
対
象
と
な
ら
な
い
方
（
普
通

徴
収
）
に
つ
い
て
は
、
平
成　

年
７
月
に
市
町
村
か
ら

20

保
険
料
額
、
期
割
回
数
、
徴
収
時
期
な
ど
を
お
知
ら
せ

し
、
併
せ
て
お
届
け
す
る
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
な

ど
で
お
支
払
い
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

※
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ
せ
は
、

　
　

岩
美
町
役
場
住
民
生
活
課　

住
民
係
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73

　
　

鳥
取
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
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